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北
斗
市
で
は
、
税
負
担
の
公
平
・
公

正
を
確
保
す
る
た
め
、
北
海
道
と
合
同

で
、
令
和
３
年
度
の
市
税
等
を
滞
納
し

て
い
る
方
に
催
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

●
発
送
日
／
10
月
15
日
㈮

●
相
談
期
間
／
10
月
18
日
㈪
〜
10
月
29

　

日
㈮（
平
日
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
）

●
対
象
者

　

令
和
３
年
度
の
市
税
等（
市
道
民
税
・

固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
・
国
民
健

康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・
学
校
給
食
費
・
保
育

所
利
用
負
担
金
・
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

利
用
料
）で
、８
月
末
納
期
ま
で
の
も
の

に
滞
納
が
あ
る
方
。

　

市
に
お
い
て
も
、
相
談
期
間
終
了
日

ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
に
は
、
勤
務

先
へ
の
給
与
調
査
、
金
融
機
関
等
へ
の

預
貯
金
調
査
、
生
命
保
険
会
社
へ
の
保

険
加
入
状
況
調
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、

随
時
差
押
を
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
に

は
、
納
税
相
談
を
行
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、担
当
窓
口
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
２
年
度
以
前
分
に
滞
納

が
あ
る
方
は
、
今
回
の
対
象
者
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
随
時
納
税
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　

市
税
等
を
滞
納
す
る
と
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
や
保
険
制
度
の
運
営
に
支

障
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

市
税
等
は
納
期
内
に
納
付
さ
れ
ま
す
よ

う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

（
以
下
、
機
構
と
い
う
。）は
、
滞
納
整
理

を
専
門
に
行
う
組
織
と
し
て
平
成
16
年

に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

渡
島
・
檜
山
管
内
（
函
館
市
を
除
く

17
市
町
）
の
地
方
税
の
滞
納
額
の
縮
減

と
、
税
負
担
の
公
平
性
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
強
制
的
な
滞
納
整

理
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。（
別
表
は
令
和

元
年
度
〜
令
和
３
年
度
活
動
状
況
）

　

機
構
で
は
、
不
動
産
や
給
与
、
年
金
、

預
貯
金
、
生
命
保
険
等
各
種
債
権
の
財

産
調
査
を
随
時
行
な
っ
て
い
る
ほ
か
、

差
押
に
よ
る
滞
納
処
分
を
行
な
っ
て
お

り
、
不
動
産
や
債
権
な
ど
が
発
見
に
い

た
ら
な
い
場
合
で
も
、
自
宅
等
の
強
制

家
宅
捜
索
に
よ
り
、自
動
車
、テ
レ
ビ
や

現
金
を
は
じ
め
と
し
た
動
産
を
差
押
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
公
売
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
に
お
い
て
は
２
６
６
人

（
法
人
を
含
む
）、２
億
６
，７
７
４
万
円

の
滞
納
事
案
を
引
き
受
け
し
、
滞
納
整

理
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
、市
で
は
、令
和
４
年
度
の
機
構

へ
の
引
継
者
の
選
定
作
業
を
行
な
っ
て

お
り
、選
定
さ
れ
た
方
に
対
し
、今
後
通

知
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

　
　

市
役
所
収
納
課
収
納
管
理
係

﹇
内
線
１
４
２
〜
１
４
５
﹈

　
　

渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

☎
47
‐
９
５
９
９

問問

市税等の納め忘れはありませんか？

悪
質
な
滞
納
者
は
渡
島
・
檜
山

地
方
税
滞
納
整
理
機
構
へ

令
和
３
年
度
催
告
書
送
付

渡島・檜山地方税滞納整理機構の活動状況
（令和３年８月末現在）

２．引受事案の収入状況 （単位：千円、％）

R1

R2

R3

245,441

257,346

267,742

77,579

128,368

57,018

31.60

49.88

21.29

年度 引受滞納額 収入額 徴収率

３．引受事案の差押状況 （単位：件、千円）

R1

R2

R3

236

339

163

131

181

50

55

68

74

23

13

10

27

77

29

15,730

24,951

9,663

年度
預貯金 給与・年金 生命保険 その他

差押
件数

差押債権の内訳 差押債権
取立額

１．事案引受状況 （単位：件、千円）

年度

R1

R2

R3

273

271

266

30

30

30

245,441

257,346

267,742

26,489

20,033

23,641

引受件数

うち北斗市分 うち北斗市分

引受滞納額

●申込先/市役所都市住宅課(2階) ※郵送不可 ●申込みの詳細についてはお問い合わせください。

・№1～8の住戸は、条件付きで単身の方の申込みが可能です（60歳以上や障がいのある方など）。

市役所都市住宅課建築住宅係［内線252～254］問市営住宅随時募集　
№ 団 地 名 建築年など 住戸番号 公募する住戸 家賃(最低～最高)

3-401

4-402

5-401

3-105

富 川

中 野 通

中 野 通

富 川

1

2

3

4

昭和53年　4階建
エレベーター無

4階　3DK
60.3㎡

12,500円～　
　34,600円

昭和51年　4階建
エレベーター無

4階　3DK
55.5㎡

12,200円～　
　32,000円

昭和52年　4階建
エレベーター無

4階　3DK
61.2㎡

13,700円～　
　33,000円

昭和53年　4階建
エレベーター無

1階　3DK
60.3㎡

12,500円～　
　34,600円

№ 団 地 名 建築年など 住戸番号 公募する住戸 家賃(最低～最高)

4-203

5-406

1-4

5-202

富 川

富 川

当 別

市渡中央

5

6

7

8

昭和53年　4階建
エレベーター無

2階　3DK
60.3㎡

12,500円～　
　36,400円

昭和54年　4階建
エレベーター無

4階　3DK
62.6㎡

13,200円～　
　37,100円

昭和54年　1階建
エレベーター無

1階　3DK
59.0㎡

9,300円～　
　18,700円

平成2年　2階建
エレベーター無

2階　3LDK
76.8㎡

19,500円～　
　47,500円


